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1 

D-CLASS1 

意匠分類記号 
D-CLASS2 

意匠分類の名称 

Ｈ７－６２４６ 複数映像表示部付きデータ表示機 
 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－３３０ 一 映像表示機器 

Ｈ４－３３１ 一 モニターテレビ受像機 

Ｈ４－３３２ 一 電子計算機用データ表示機 

Ｈ４－３４０ 一 テレビ受像機 

Ｈ４－３４１ 一 パネル型テレビ受像機 

Ｈ４－３４４ 一 複数映像表示部付きテレビ受像機 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｆ５－１００ 広告用具及び表示用具 

Ｊ４－６代 金銭登録機等 

Ｈ７－７２１ 表示機付き電子計算機等（床置型） 

Ｈ７－７２３ 表示機付き電子計算機等（卓上型） 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

データ表示機のうち、同程度の大きさの表示画面が複数あるもの。ブラウン管型、パネル型を問わない。 

小さな表示部が付加的にあるものは含まない。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

金銭登録機用のモニターはＪ４－６９ 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

Ｈ７－６２０～６２４５に優先する。 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

電子計算機用表示機 ゲーム画面表示機 液晶モニターテレビジョン受像機 

   

 

登録 1154705 
液晶モニターテレビ

ジョン受像機 

登録 1157849 
電子計算機用表示機 

登録 1137817 
ゲーム機用画像表示装置 

登録 1135310 
ゲーム画面表示器 

J4-69       登録 1177658 
「金銭登録機用読取機付き表示機」 


